
２．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

①

 

実務家教員（教職等としての実務経験のある教員）を必要専任教員
の４割以上置くことを法令上規定。

②

 

４５単位のうち１０単位以上は学校等での実習を行うよう義務化。

③

 

既存の修士課程では学生が専門分野の研究に従事 しているが、

教職大学院では研究指導を受けることや修士論文の提出が義務づけ
られていない。

④

 

大学は７年ごとに機関別の認証評価を受けることが義務づけられて
いるが、さらに、教職大学院は５年に１回、分野別の認証評価が義務
付けられている。

１．現

 

状

教職大学院２５校

 

入学定員８１５名【平成２４年度】

①

 

教員就職率（臨時的任用を含む）【平成２３年３月卒業者】

：

 

９０．４％

（参考）国立教員養成大学の学部卒６２．０％

②

 

入学定員充足率

 

：

 

９６．０％（前年度より３．６％増）

③

 

志願者数

 

：１，１１２人（前年度より１０人増）

④

 

入学者数

 

：

 

７８２人（前年度より１５人増）

うち現職教員

 

３５０人（前年度より６人減）
学部新卒学生等

 

４３２人 （前年度より２１人増）

【②～④は、平成２４年度】

教職大学院制度の概要

３．教職大学院に関する今後の主な課題

○教職大学院における教育カリキュラムの質の充実

○教職大学院に対するインセンティブの付与や学びやすい環境の整備
・教員採用選考における選考内容の一部免除や採用枠の新設
・初任者研修の一部または全部免除
・現職教員の教職大学院への派遣促進

 

など
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